
公立大学法人大分県立看護科学大学の非常勤役員等に係る業務災害補償規程 

 

平成１８年４月１日 

規程第  １２ 号 

（目的） 

第１条 この規程は、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「地公災法」と

いう。）第６９条第２項の規定に基づき、公立大学法人大分県立看護科学大学（以下「本学」

という。）の非常勤役員等の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する制度を定

めることを目的とする。  

   

（役員等）  

第２条 この規程で、「非常勤役員等」とは、非常勤の役員、経営審議会及び教育研究審議会の

学外委員で、地公災法又は労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用を受けな

い者をいう。 

 

（補償の実施） 

第３条 本学は、この規程に定める補償の事由が生じた場合、補償を受けるべき非常勤役員等又

は遺族に対し、補償を行う。 

２ 理事長は、この規程による補償を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その災

害が業務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求し

た者に通知しなければならない。 

 

（死亡補償） 

第４条 非常勤役員等が業務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、非常勤役員等

の遺族に対して、別に定めるところにより、死亡補償金を支給する。 

 

（後遺障がい補償） 

第５条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しく

は疾病にかかり、治ったとき障がいがある場合には、別に定めるところにより、後遺障がい補

償金を支給する。 

 

（入院補償）  

第６条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しく

は疾病にかかった場合において、入院した場合には、別に定めるところにより、入院補償金を

支給する。 

 

（通院補償）  

第７条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しく

は疾病にかかった場合において、通院した場合には、別に定めるところにより、通院補償金を

支給する。 

 

（災害の通知）  

第８条 非常勤役員等が、この規程により補償を受けようとするときは、災害の日の後、速やか

に災害日時、災害の発生状況及び傷害の程度を書面により理事長に通知しなければならない。 
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（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、非常勤役員等の災害補償に関し必要な事項は、理事長が

別に定める。 

 

 附 則  

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。  


